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資料１

説明資料➀ （対策の進捗状況について）



１．「総合的な対策」の進捗状況について

（１） 進捗の概要

（２） 更新制導入に向けた検討状況について

（３） その他
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軽井沢スキーバス事故対策検討委員会
安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策 進捗概要（平成28年12月20日）

平成28年１月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、再発防止策について同年６月に総合的な対策をとりまとめたところ。

・ ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進

・ 車体へのＡＳＶ搭載状況表示

・ 車体構造の強化

・ デジタル式運行記録計等の導入支援

・ 下限割れ運賃を防止するための通報窓口の設置

・ 旅行業界・貸切バス業界の共同で、手数料等に関する第三者委員会の設置

・ 安全情報の国への報告義務付け

・ 適正化機関の活用による監査の重点化

・ 法令違反の是正指示後３０日以内の是正状況確認監査の実施

・ 複数回にわたり法令違反を是正しない事業者の事業停止・事業許可取消

・ 輸送の安全に関わる処分量定の引上げ

・ 使用停止車両割合の引上げ

・ 悪質性や事故の重大性等を勘案した事業許可取消等（一発取消し）の導入

・ 運行管理者に対する行政処分基準の強化

・ 事業許可の更新制の導入

・ 輸送の安全確保命令に違反した者に対する罰則の強化

・ 事業許可・運行管理者資格・整備管理者資格の欠格事由の拡充

・ 初任運転者等に対する指導監督内容の拡充

・ ドライブレコーダーによる映像の記録・保存義務付け等

・ 運行管理者の資格要件の強化

・ 運行管理者の必要選任数引上げ

・ 夜間・長距離運行時の乗務途中点呼義務付け

・ 補助席へのシートベルトの装着義務化

（１）貸切バス事業者、運行管理者等
の遵守事項の強化

（２）法令違反の早期是正、
不適格者の排除等

（３）監査等の実効性の向上

（４）旅行業者、利用者等との

関係強化

（５）ハード面の安全対策による
事故防止の促進

総合的な対策 主な実施項目

２２／２７項目
実施済み

２０／２１項目
実施済み

５／１０ 項目
実施済み

１８／２０項目
実施済み

１３／１５項目
実施済み

未実施のランドオペレーターへの規制、事業参入・許可更新時の「安全投資計画」作成義務付け等についても逐次実施に移していく。

全体 ： ７１／８５項目 実施済み
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（１）－１ 初任運転者等に対する指導監督内容の拡充

○ 初任運転者等に対する指導監督の内容拡充

・ 初任運転者（直近１年間に乗務経験のない車種区分（※）の貸切バスを運転する者を含む。）に対する最低２０時間の実技訓練を義務付け、

技量を確保。

※ 大型車を運転していた者が中型車を運転する場合など、それまで運転していた車種よりも小型の車種を運転する場合を除く。

・ ドライブレコーダーで記録された映像等を活用した指導・監督を義務付けることで、運転者の技量の低下を防止しつつ、事故・ヒヤリハット事例の

共有等により運転者の技量を更に向上。

合わせて、初任運転者等に対する実技訓練以外の指導及び監督の実施時間を６時間以上から１０時間以上に延長する。

・ 事故惹起運転者に対しても最低２０時間の実技訓練を義務付け、技量が低下した状態で運転を継続することを防止。

・ その他、ASV装置を備える事業用自動車の適切な運転方法等について、指導内容として明示し、指導を徹底。

○ 新たに雇い入れた全ての運転者に対する適性診断の受診、特別な指導監督の実施を義務付け

初任運転者等に対する指導監督内容の拡充 Ｈ２８．１２～

• 実際に運転する自動車で実施。

• 実際に運行する可能性の高い経路を踏まえ、市街地、坂道、
隘路、高速道路等において実施。

• 日中だけでなく、夜間の運転についても実施。

• ドライブレコーダーの映像で運転者に自身の運転内容を確
認させつつ実施。

• 事故惹起運転者に対しては、事故時のドライブレコーダーの
記録を確認させた上で実施。

【 実技訓練のポイント 】 【 ドライブレコーダーを活用した指導・監督の内容 】
① 映像を活用して普段の運行状況を確認。

② 映像により運転者に自身の運転状況・特性を把握させ、是正。

③ 事故・ヒヤリハットや好事例を共有し、指導。

①

②

③

• 適切な車間距離を保った運行
• 法令遵守の確保
• 急ハンドル・急ブレーキの危険性の再認識
• 安全運転状況の把握及び評価
• 個々の運転者の不安全な運転特性の是正
• 運行経路において生じたヒヤリ・ハット体験の共有、危険予知
• 危険回避、緊急時対応の事例の共有
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（１）－２ ドライブレコーダー装着義務付けに係るスケジュール

① 平成２９年１２月１日より、新車について、ドライブレコーダーの装着及び記録の保存を義務づける。

② 平成３１年１２月１日より、既販車についても①の内容を義務づける。

③ 平成２９年１２月１日において既に装着されているドライブレコーダーであって一定の要件を満たすものは、

平成３６年１１月３０日までの間、これを使用してもよい。

ドライブレコーダーによる映像の記録・保存義務付け等 Ｈ２９．１２～

Ｈ28.12 Ｈ29.12 Ｈ31.12 Ｈ36.11

①新車に
ドライブレコーダーの
装着を義務づけ

②既販車に
ドライブレコーダーの
装着を義務づけ

• ドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督を義務づけ
• 初任運転者等に対する実技訓練以外指導及び監督の実施時間の延長

ドライブレコーダー関連以外の
指導及び監督を義務づけ

ドライブレコーダーが装着されていない自動車の運転者に関しては、
ドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督の適用を除外

③既存のドライブレコーダーへの
猶予期間を終了
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○ 夜間・長距離の運行時に乗務途中点呼の実施を義務付け

・ 乗務途中点呼の実施が義務付けられる場合
・・・ 一運行の実車運行（※１）距離が100kmを超え、

夜間運行（※２）を行う場合
※１ 旅客の乗車の有無に関わらず、旅客の乗車が可能として設定した

区間の運行（回送運行を除く）
※２ 実車運行の開始時刻又は終了時刻が午前２時～午前４時の間に

ある運行・当該時刻をまたぐ運行

・ 乗務途中点呼における確認事項
・・・ 疾病・疲労の状況等運転者の体調、

車両の状況、運行経路の状況 等

（１）－３ 貸切バス事業者、運行管理者の遵守事項の強化

○ 運行管理者資格者証の取得要件を試験合格に限定
（現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能）

運行管理者の資格要件の強化

実
務

試験
合格 資格者証

-----------
-----------
----------

最低

２人
最低

１人

H29.11.30まで
営業所

H29.12.1から
営業所

Ｈ２８．１２～

夜間・長距離運行時の
乗務途中点呼義務付け

○ 運行管理者の必要選任数の引上げ
・営業所ごとに最低２名、

２０両ごとに１名（１００両以上分については３０両ごとに１名）

例） 車両数 １～３９両の営業所 ・・・・・ ２名
車両数４０～５９両の営業所 ・・・・・ ３名 等

○ これまで座席ベルトの設置義務が除外されていた補助
座席について、座席ベルト及び座席ベルト取付装置の
備付けを義務付け

○ 補助座席の座席ベルト及び座席ベルト取付装置につい
て、一定の基準への適合を義務付け

補助席へのシートベルト
装着義務化

Ｈ２９．１１～

車両総重量１２ｔ超のバス ： 新 型 車 Ｈ２９．１１
継続生産車 Ｈ３０．１１

上記以外の自動車 ： 新 型 車 Ｈ３１．１１
継続生産車 Ｈ３３．１１

運行管理者の
必要選任数引上げ

Ｈ２９．１２～

Ｈ２８．１２～
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○運転者の労務・健康管理の改善のため、自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度を改正。
健康管理に関する違反事案について、厚生労働省との相互通報の対象に追加

（１）－４ 運転者の健康管理に関する違反の相互通報

○ 地方運輸局、運輸支局等

監査において確認された
・労働基準法、
・最低賃金法、
・改善基準告示（労働省告示「自動車運転者
の労働時間等の改善のための基準」） 等

に重大な違反の疑いがあると認められるも
のについて通報

≪通報事案≫

○ 労働基準監督機関

臨検監督の結果、運行管理に関する規定
に重大な違反の疑いがあると認められた
ものについて通報

労働安全衛生法に基づく健康診断の未受診を新たに追加
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Ｈ２８．８～

国土交通省 厚生労働省

通報を端緒とした監査を実施し、
違反内容に応じた行政処分を実施

通報を受けた事案について、
事業場に対する監督指導等を実施

・ 運転者の拘束時間、
休息期間、休日 等
に係る違反

・ 最低賃金に係る違反



●●●
●

～～～
～～～

（２）－１ 見直し後の一般監査の概要
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死傷事故の発生等監視リスト

○国の監査において法令違反が確認された場合、直ちに是正を指示。また、３０日以内に是正状況確認のため再監査。
○指摘事項を複数回にわたり是正・改善しない事業者については事業許可取消を含む厳正な処分。
○ さらに、民間指定機関の巡回指導により悪質事業者を洗い出し、国の監査対象を重点化。

民間指定機関からの通報

・ 運行管理者不在、
・ 運転者全員の健康診断未実施 等

未改善×

輸送の安全に関わる
重大な違反がある場合

法令違反がある場合

国の一般監査 （直ちに是正指示）

未改善×改善○ 未改善× 改善○

改善○

一般監査から３０日以内に
違反の是正状況を確認

改善確認の一般監査改善確認の特別監査

事業許可取消
３日間の事業停止

を付加

指摘事項確認監査
民間指定機関の
巡回指導

法令違反の疑い
・ 運行管理者不在、
・ 健康診断未実施 等

監査における

指摘事項が未改善



【本省】 １人増員 【運輸局、運輸支局】 ６１人増員

〇貸切バス監査指導のための体制強化 ５４人
【運輸局】 自動車監査官 ９人

（東北１人、関東３人、中部１人、近畿２人、中国１人、九州１人）

【運輸支局】 運輸企画専門官 監査担当４５人
札幌２人、宮城２人、福島１人、茨城２人、栃木２人、群馬１人、埼玉２人、千葉２人、
東京４人、神奈川３人、山梨１人、新潟１人、石川１人、長野２人、静岡１人、愛知２人、
京都１人、大阪３人、兵庫２人、岡山１人、広島２人、山口１人、香川１人、福岡３人、
熊本１人、鹿児島１人）

○貸切バス事業者の財務審査の助言等のための体制強化 １人
【本省】 専門官 １人

○貸切バスにおける事業許可の更新制導入に伴う体制強化 ７人
【運輸局】 自動車交通部旅客（第一）課係長 ７人

（東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、九州（各運輸局１人））

（２）－２ 監査・審査に係る体制強化
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○平成２９年度から、関東運輸局に貸切バスの監査指導に特化した「次席自動車監査官」を新設。
○ あわせて、監査・審査関係で６８人の増強を実施。

組織関係

【運輸局、運輸支局】 ６機関増強

〇貸切バス監査指導のための体制強化 ６人
【運輸局】 「次席自動車監査官」の設置 ＜関東運輸局＞

【運輸支局】 「首席運輸企画専門官」（監査担当）の設置
＜５支局（茨城、埼玉、千葉、東京※、大阪※）＞ ※東京及び大阪は、２名体制へ増強

定員関係



「点呼」、「過労」、「指導監督」は運行管理の３本柱であり、輸送の安全に関し特に重要な事項を引き上げ。
（考え方）
・悪質、重要事項（運賃・料金関係違反、記録類の改ざん、虚偽届出）等の違反については、60日車（現行の1.5 ~ 6倍）
・輸送の安全に密接な事項（過労運転、健康診断未受診、点呼未実施）等の違反については、40日車（現行の2 ~ 4倍）
・運転者に対する指導監督（教育）の違反については、40日車（現行の4倍） ・点呼の記録・保存に係る違反については、40日車（現行の4倍）等

▷乗務時間等告示遵守違反（運輸規則第21条）

・未遵守5件以下 警 告
・未遵守6件以上15件以下 10日車
・未遵守16件以上 20日車
・未遵守31件以上3名以上等 30日事業停止

▷ 健康状態の把握義務違反（運輸規則第21条）
・把握不適切50％未満 警 告
・把握不適切50％以上 10日車

▷ 点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）
（点呼が必要な回数100回に対して）
・未実施19件以下 警 告
・未実施20件以上49件以下 10日車
・未実施50件以上 20日車

・一部不適切 警 告
・全て不適切 10日車

▷ 乗務時間等告示遵守違反（運転者の過労運転）

・未遵守5件以下 警 告
・未遵守6件以上15件以下 20日車
・未遵守16件以上 40日車
・未遵守31件以上3名以上等 30日事業停止

▷ 疾病、疲労等のおそれのある乗務
・未受診者 1名 警 告
・未受診者 2名 20日車
・未受診者 3名以上 40日車

▷ 点呼の実施義務違反
・未実施※１ 40日車
・不適切※２ 20日車
・軽微な違反※３ 警 告

※1 未 実 施 ：点呼を全く未実施、補助者の要件不足の点呼、対面で行わなければならな
い点呼を電話等で実施

※2 不 適 切 ：点呼を一部未実施（健康状態の未確認、アルコール検知器による飲酒未確
認、日常点検未確認）

※3 軽微な違反：一部不適切以外のもの（指示事項不足（安全標語の未伝達等））

《現 行》 《改正後》

・拘束時間
➢最大1日16時間
・運転時間
➣2日を平均して、

1日9時間以内
・連続運転時間
➢4時間以内 等

（２）－３ 行政処分量定の厳罰化➀

「総合的な対策」講ずべき事項
○輸送の安全に特に関わる事項の違反を中心に処分量定を引き上げるとともに、処分量定の算出方法をより実効的なものにする。

輸送の安全に関わる処分量定の引き上げ ① Ｈ２８．１２～

9



（２）－４ 行政処分量定の厳罰化➁

▷各種記録の改ざん・不実記載、未保存
（運輸規則第3条他）

・改ざん・不実記載 30日車
・全て保存無し 10日車

▷ 適性診断受診義務違反（運輸規則第38条）
・受診なし１名 警 告
・受診なし２名 以上 10日車

▷ 運転者に対する特別な指導・監督違反
（運輸規則第38条）

・一部不適切 警 告
(実施項目50％以上100％未満)
・大部分不適切 10日車
(実施項目50％未満)

▷ 運行に関する状況把握等のための体制整備違反

（運輸規則第21条の2） 10日車

▷ 輸送の安全確保命令等各種の命令違反

（法第27条第3項等） 60日車

▷ 各種記録の改ざん・不実記載、未保存（点呼の例）

・改ざん・不実記載 60日車
・記録無し又は記録の保存無し 40日車

▷ 適性診断受診義務違反

・受診なし１名 20日車
・受診なし２名 以上 40日車

▷ 運転者に対する特別な指導・監督違反

・一部不適切 20日車
・大部分不適切 40日車

▷ 運行に関する状況把握等のための体制整備違反
（バス運行中、運行管理者は異常気象、運転者の体調変化

が発生した場合、電話等により運行中止の指示等を行う） 40日車

▷ 輸送の安全確保命令等各種の命令違反
許可取消

《現 行》 《改正後》

事故惹起運転者に対する特別な指導の内容
・事故の実例の分析を行い、事故原因となった運転行動の問題点を理解させる。
・危険予知訓練の手法を用いて、運転者自らが考えるよう指導する。
・実際に事業用自動車を運転させ、安全な運転方法を添乗により指導する。 等

・専用の機器を使用したテスト
・カウンセラーによる指導助言

安全運転態度
危険感受性
処置判断
速度見越反応
視覚機能 等

輸送の安全に関わる処分量定の引き上げ ② Ｈ２８．１２～
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運送引受書の交付、保存

• 未交付15件以下 警 告
16件以上 10日車

• 記載不備 警 告

• 一部保存無し 警 告

• 全て保存無し 10日車

（２）－５ 行政処分量定の厳罰化➂

運送引受書の交付、保存

• 未交付 60日車

• 記載不備 警 告

• 保存義務違反 60日車

運行指示書の交付、保存

• 作成なし5件以下 警 告

6件以上 10日車

16件以上 20日車

• 記載不備 警 告

• 保存無し 警 告

運行指示書の交付、保存

• 作成、指示又は携行義務違反 30日車

• 記載不備 警 告

• 保存義務違反 30日車

6

運運送引受書送
引受書

運送引受書

・申込者
・運送を引き受ける者
・申し込み募集人数
・車両数
・配車日時
・旅行の日程
・交替運転者の有無
・ガイドの有無
・運賃、料金金額 等

上記のとおり運送を引き
受けます。
平成◯年◯月◯日

運運送引受書送
引受書

運行指示書

・運行開始、終了の場所、
日時
・運行経由地の発車・到着
日時
・乗客が乗車する区間
・運行に際して注意する場所
・乗務員の休憩地点、休憩
時間
・乗務員の運転、交替の地点
・運送契約者 等

○ 違反の悪質性や事故の重大性等、個別の事情を総合的に勘案
して、許可取消、運行管理者資格者証の返納命令を行うこと
ができる

「一発取消し」の導入 Ｈ２８．７～

○ 繰り返し法令違反を是正しない事業者が許可取消処分となった場合

・・・勤務する運行管理者全員に資格者証返納命令 等

運行管理者に対する行政処分基準の強化 Ｈ２８．１２～
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《現 行》 《改正後》

運賃料金届出違反（法第９条） 20日車 運賃料金届出違反（法第９条） 60日車

輸送の安全に関わる処分量定の引き上げ ③ Ｈ２８．１２～



○ 稼働率（現状約50％）を考慮し、

使用停止車両割合を全車両の８割に設定
※車両停止は営業所毎に行う

例えば、処分100日車のとき

・・・営業所当たり配置車両数
5両の場合 ・・・・・ 車両停止 ４両 ✕25日
10両の場合 ・・・・ 車両停止 ８両 ✕12日＋端数４両✕１日
30両の場合 ・・・・ 車両停止 24両✕ ４日＋端数４両✕１日

・ ８割の端数については切り捨てとする。
・ 処分逃れ防止のため、監査時点又は処分時点のいずれか多い方の
車両数をベースとして算出

日車配分方式のイメージ

配置車両数（台）

処分日車数 ～
５

６
～
10

11
～
30

31
～
60

～３０日車 １ １ １ １

３１～６０ １ １ ２ ２

６１～１００ １ １ ３ ３

１０１～２００ １ ２ ３ ４

２０１～３００ １ ２ ３ ７

３０１日車～ １ ２ ３ ９

例えば、処分100日車のとき、
営業所当たり、配置車両数

5両の場合は、車両停止 1両✕100日
10両の場合は、車両停止 1両✕100日
30両の場合は、車両停止 3両✕ 33日＋端数1両✕1日

《現 行》 《改 正》

使用停止車両割合の引き上げ

※車両停止は営業所毎に行う

1両✕100日間停止 4両✕25日間停止

（例） 配置車両数 5両 処分100日車

Ｈ２８．１２～

「総合的な対策」講ずべき事項
○行政処分により使用を停止させる車両数の割合を引き上げる。

（２）－６ 行政処分量定の厳罰化➃
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所 見

守るべきルールをきちんと守る。当
たり前のことであるが、残念ながら1
年前はこれができていなかった。

今回の結果を見る限りは、運行前
のチェックリストの確認をはじめ安
全対策が徐々に浸透してきていると
感じるが、まだ違反は皆無となって
はいない。引き続きしっかりと安全
対策を実行していく。

国土交通省では、軽井沢スキーバス
事故を受け、緊急対策として貸切バス
を対象に街頭監査を実施した。
平成28年1月21日から3月中旬にか
けて、全国において計242台の貸切
バス車両を対象に街頭監査を実施し
た結果、うち86台（35.5％）の車両に
ついて法令違反が確認された。

（参 考）

街頭監査の実施結果

実施日
運輸局
（支局）

実施場所
実施結果

監査
車両数

指摘
車両数

指摘事項

平成28年12月9日(金) 関東（東京） 新宿都議会議事堂前 7 0 ―

12月16日（金） 北陸信越（石川） 兼六園 8 0 ―

12月20日（火） 近畿（大阪） ＪＲ新大阪駅南口 2 0 ―

12月26日（月） 沖縄 那覇空港 8 0 ―

平成29年1月11日（水）

東北（宮城） 仙台空港 2 0 ―

近畿（大阪） 天王寺公園 6 0 ―

中国（山口） 宇部空港 4 3
車内表示（運転者名）なし：1件
運行指示書記載漏れ：2件

沖縄 那覇空港 8 0 ―

1月12日（木） 近畿（京都） ＪＲ京都駅南口 4 0 ―

1月13日（金）

北海道（札幌）
観光バス都心部待機場

（札幌市）
3 1 車内表示（登録番号）相違：1件

東北（秋田） 秋田空港 2 0 ―

東北（青森） JR新青森駅 1 0 ―

関東（東京） 新宿都議会議事堂前 12 0 ―

北陸信越（長野）
軽井沢プリンスホテル

スキー場等
2 0 ―

中部（愛知）
名鉄バスセンター
名古屋駅西口

4 1 運行指示書記載漏れ：1件

近畿（兵庫） ＪＲ三ノ宮駅東口 2 0 ―

中国（広島） 広島平和記念公園 2 1 車外表示（貸切）なし：1件

四国（香川） 高松空港 6 0 ―

四国（高知） 桂浜公園 0 0 ―

四国（愛媛） ＪＲ松山駅 1 0 ―

四国（徳島） 徳島空港 1 0 ―

九州（福岡） JR博多駅 3 0 ―

1月19日（木） 東北（福島） JR福島駅 2 1 運行指示書記載漏れ：1件

1月20日（金） 東北（山形） 山形空港 1 0 ―

1月31日（火） 北陸信越（長野） 駒ヶ根高原スキー場等 6 0 ―

合計 25箇所 97 7

【1月末日までの集計結果】

（２）-７ 新監査・処分制度施行（平成28年12月1日）以降の街頭監査結果

法令違反指摘率 7.2％ 13



適正化機関
国の監査の補完等のため巡回指導を実施

（３）－１ 適正化機関の活用

○ 貸切バス事業者に対する
巡回指導の実施

○ 下記の事項に該当する事業者

• 死亡事故、社会的影響の大きい事故
• 悪質違反（酒気帯び、過労運転等）
• 公安委員会、労働局等からの通報
• 新規事業者

○ 重大事故に結びつく違反により、
継続的に監視すべき事業者

• 過労運転に係る違反
• 運転者の指導・監督の未実施
• 下限割れ運賃による運行
• 法令違反を繰り返す事業者 等

• 全国約4,500者を対象に原則年に1回巡回指
導を実施（ただし一定の要件を満たす安全
優良事業者及び国が監査を実施する事業者
については運輸局と調整）。

• 貸切バス事業者への巡回指導を行うことに
より、国の監査機能を補完するとともに、
自主的改善を促進。

• 適正化事業の実施に必要な経費に充てるた
め、貸切バス事業者から負担金を徴収。

○国は悪質事業者に対して重点的に監査を行うこととし、これを可能とするため、適正化機関を活用することによ
り、すべての貸切バス事業者をチェックして悪質事業者を洗い出す。

Ｈ２９ 夏頃～
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○ 適正化機関からの通報事業者

• 法令違反の疑い、改善の未実施 等

悪質事業者
の通報

運輸局・支局
悪質事業者等に対する監査を重点的に実施

改善状況の継続的な確認
（監視対象事業者を除く）許可取消を含む行政処分等の実施

改善状況の確認
（監視対象事業者）



営業所 巡回指導員 事業費（年間） 負担金の額

北海道 377所 6人 0.6億円

１両あたりで試算
すると
2万円／年

１営業所あたりで
試算すると
14万円／年

東 北 608所 9人 0.9億円

関 東 1,865所 28人 2.4億円

北 信 423所 6人 0.6億円

中 部 554所 8人 0.8億円

近 畿 667所 10人 1.0億円

中 国 447所 6人 0.6億円

四 国 201所 3人 0.4億円

九 州 633所 9人 0.9億円

沖 縄 71所 2人 0.3億円

合 計 5,846所 87人 8.4億円

営業所 巡回指導員

4,745所 25人

6,660所 36人

26,464所 106人

4,354所 25人

10,627所 62人

12,755所 59人

5,843所 34人

3,099所 25人

8,709所 45人

943所 7人

84,199所 424人

（参考）トラック適正化機関貸切バス適正化機関の事業規規模（数年間で段階的に整備予定）

※巡回指導員１人あたり67営業所

〇道路運送法の改正により、貸切バスの適正化機関は、巡回指導等の実施に必要な経費に充てるため、事業
者から負担金を徴収できることとなった。
〇現在、各地方ブロックごとに適正化機関の設立に向けて準備を進めており、平成29年夏に巡回指導等を開始
する予定。

※巡回指導員１人あたり199営業所

（３）－２ 適正化機関の概要
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【軽井沢スキーバス事故対策検討委員会の
総合的な対策（平成２８年６月３日）抜粋】

貸切バスの運賃・料金の下限割れ防止対策として、

①運送引受書の記載事項への運賃の上限･下限
額の追加及び手数料等に関する取引書面の取
り交わし

②国土交通省による通報窓口の設置

③専門家による手数料等のチェックや是正指導
が可能となる体制の整備

等を実施。

（４） 旅行業者、利用者等との関係強化

貸切バスツアー適正
取引推進委員会

Ｈ２８．１１～

○貸切バス事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項（安全情報）について、国への報告を義務付け。
○国は貸切バス事業者から報告のあった安全情報を整理して、ホームページ等で公表。

国が公表

国土交通省において、貸切バス事業者から
報告のあった安全情報を整理して、ホーム
ページ等で公表

Ｈ２８．１２から公表

Ｈ２８．８～

Ｈ２８．８～

＜貸切バスの運賃・料金の下限割れ防止対策＞

＜安全情報の「見える化」＞
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（５）－１ ハード面の安全対策による事故防止の促進

○ ドライバーが安全に運転できない状態に陥った場合にドライバーの異常を自動検知し又は乗
員や乗客が非常停止ボタンを押すことにより、車両を自動的に停止させる「ドライバー異常時対

応システム」について、実用化を促進するため、基本設計等に関するガイドラインを策定。

ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進 Ｈ２８．３ ガイドライン策定

ブレーキランプ点灯

ハザードランプ点滅

乗客へシステム作動を報知

周囲に異常が
起きていること
を報知

減速停止等

異常検知

●運転手、乗客がボタンを押す
●システムが自動検知

自動制御

○ 車両横転時の車内空間の確保に関する国連の基準を採
用し、平成３０年１０月以降に製造される新型の大型高速バ
スに対し、同基準への適合を義務付け。

車体構造の強化 デジタル式運行記録計等の導入支援 Ｈ２８．７～９
補助事業実施

デジタル式運行記録計
で速度、距離等を記録

専用ソフトによる精
緻な分析、運行傾
向等を評価

○ デジタル式運行記録計から取得したデータを活用して、運行管理者が運転
者への安全指導を行うこと等により、安全性向上が図られることから、機器の

普及促進を目的として支援を実施。

○ バスの利用者自らが乗車する大型高速バ
スに搭載された先進安全技術を把握できる
ようにするため、車体にASV搭載状況を表

示するためのガイドラインを策定。

Ｈ２８．１２
ガイドライン策定

車体へのＡＳＶ
搭載状況表示

ASV搭載状況の車体表示

Ｈ３０．１０～
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（５）－２ デジタル式運行記録計の導入促進に向けた対策

18

「総合的な対策」講ずべき事項
○デジタル式運行記録計の導入にあたっての事業者の規模別の課題、導入・活用事例や具体的に生じているメリットの把握を目的とした
実態調査を実施する。
○実態調査の実施により把握された内容を踏まえ、貸切バス事業者を対象として、デジタル式運行記録計の活用事例及び期待される効果
等を紹介するためのセミナーの開催等の普及方策をとりまとめる。

デジタル式運行記録計導入に係る実態調査

〇調査内容

デジタル式運行記録計を導入し、活用したことによる事故防止
効果等について、貸切バス事業者を対象にアンケートによる調
査を実施。

58.5%
31.7%

9.8%

事故件数が減少した
事故件数が変わらない
不明

〇デジタル式運行記録計の現状
① 貸切バスに対してアナログ又はデジタル式運行記録計を用い
た運行管理を義務付けており、運転者の休憩時間、速度超
過、長時間運転の把握等の運行管理に用いられている。
② 貸切バスにおけるデジタル式運行記録計の普及率は約３割。

58.8%
35.0%

6.2%

安全運転を心掛けるようになった

安全運転を少し心掛けるようになった

変わらない

47.9%
29.2%

6.3%
12.5%

4.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

２０％以下

２１％～４０％

４１％～６０％

６１％～８０％

８１％～１００％

普及方策のとりまとめ

導入効果①（安全運転意識） 導入効果②（事故件数）

事故減少率

出所：Ｈ２８公益財団法人 日本自動車輸送技術協会実態調査による

以上の普及方策については、次世代運行管理支援システム
検討会（２月１５日開催予定）においてとりまとめる予定。

〇普及方策（案）

１．導入ガイドの作成

実態調査を基にデジタル式運行記録計を導入することによる
メリット等をまとめ、当該機器の積極的な導入の後押しを目的
とした導入ガイドを作成する。

２．導入ガイドの周知

導入ガイドについて、各種セミナー、ホームページ上の公表
等の際に周知を図る。

３．貸切バス事業者に対するデジタル式運行記録計の導入支援

中小事業者を対象にデジタル式運行記録計の導入補助（導
入費用の１／３、１事業者あたり上限８０万円）を継続的に実施。

導入ガイド内容

・デジタル式運行記録計の特長
・導入時のポイント
・導入事業者の活用傾向と導入効果
・デジタル式運行記録計の活用事例 等
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（参考） 「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による
事故防止に関するセミナー」 リーフレット



１．「総合的な対策」の進捗状況について

（１） 進捗の概要

（２） 更新制導入に向けた検討状況について

（３） その他
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貸切バス事業者の運賃・料金収受の状況について

貸切バス事業者の取引事例調査の概要

18%

80%70%

12%
12% 8%

新運賃制度前 現在（Ｈ２８．３）

旅行業者との契約に係る運賃・料金の収受状況

届出範囲で収受可 届出範囲で収受不可 回答なし （ ｎ=804）

届出範囲内の運賃等を収受した場合に
どのような経営課題に対応したか。
（複数回答あり）

・運転者の人件費引き上げ ：６３％
・車両代替・増車 ：６２％
・その他設備投資 ：５０％
・運転者の新規採用 ：３３％

届出範囲内の運賃等が収受できない場合に
どのような対応を行ったか。
（複数回答あり）

・車両代替・増車の抑制 ：５６％
・人件費の抑制 ：４２％
・その他設備投資の抑制 ：２６％

貸切バス事業者の日車営収の推移

86,283 80,519 

76,886 
73,355 

71,691 
68,563 67,815 66,845 

68,813 67,328 66,226
64,246 

63,435 62,129 

63,308 
69,725 

81,955

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

※ 日本バス協会調べ（24年度の数値については調査対象事業者が異なっているためデータ上記載していない。）

（年度）

（円）

・下記グラフの項目を含む２８項目について郵送調査（平成２８年２月～３月）
・保有車両数の規模別に選定した１，０３５社に対して調査票を送付し、８０４社（回答率：７７．７％）より回答を得た。
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貸切バス事業許可の更新制の導入

審査項目
新規許可時
（現在）

新規許可時
（見直し後）

許可更新時
（新設）

監査時

営業区域、営業所、事業用自動車、車庫 等 ○ ○ ※１ ○

運行管理者、整備管理者、運転者 ○ ○ ※１ ○

資金計画（開業資金） ○ ○ ― ×

安全投資計画・事業収支見積書 × ○ ○ ※２

法令遵守 ○ ○ ○ ○

損害賠償能力 ○ ○ ※１ ○

※１：「安全投資計画」及び「収支見積書」の審査に必要な部分を確認。
※２：監査における法令遵守状況の確認結果を踏まえ、必要に応じて確認

○貸切バスの事業許可について５年ごとの更新制を導入し、不適格者を排除する。

○ 新規許可・更新許可の申請時に、「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成を義務づける。

Ｈ２９．４～

安全投資計画

○運転者、運行管理者、整備
管理者について （別添１）

○ 車両の新規取得・代替及び
整備について （別添２）

○ その他安全確保について
（別添３）

別添１

別添２

別添３

適切な単価を前提とした適切な
体制に関する計画

導入しようとする車両及びその
整備に関する計画

その他安全確保のために必要な
事項に関する計画
※ドラレコ・パソコン導入、セーフティバ
スマーク認定申請等

事業収支見積書＜安全投資計画・事業収支見積書のイメージ＞
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●運転者、運行管理者、整備管理者について
【安全投資計画】 法令上求められる員数の確保計画があること（運送収入見積りの基礎として使用）。
【事業収支見積書】 最低賃金を満たす水準の人件費が計上されていること。

●車両の新規取得・代替及び整備について
【安全投資計画】 最低保有車両数以上の車両の確保計画があること。
【事業収支見積書】 保有車両及び新規取得車両について、以下の額が計上されていること。

・車両減価償却費：申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
・車両修繕費 ：車齢、走行距離等に応じた予防整備費（別途ガイドライン作成予定）

●その他の安全確保のために必要な事項について

【安全投資計画】 ・ドライブレコーダーやパソコンの導入計画があること。また、セーフティバスマーク認定を申請する場合等は、その計画が
記載されていること。
・初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること。
・健康診断の受診計画があること。
・社会保険への加入計画があること。

【事業収支見積書】 ・上記を実施するための所要の費用が計上されていること。

安全投資計画及び事業収支見積書の審査基準（案）

◆許可を行わない場合◆
・計画上、５年間連続で収支を赤字としている場合（収入には他事業収入も含む。）。
・人件費、車両整備費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっている場合。
・新規許可については、申請直近１事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近３事業年度において連続で、事業者の財務状況が債務超過であり、収支が赤字である場合

23

※上記（安全投資計画及び事業収支見積書関係）以外に許可を行わない場合は、以下のとおり。
・法令試験の正答率が９０％未満の場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。

・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受
けていない場合。



安全投資計画及び事業収支見積書の審査イメージ

安全投資計画
【平成２９年度】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【平成３０年度】
・平成３０年度に開校する学校のスクールバス
を受託する。
・そのため、小型バスを３両増車する。
【平成３１年度】
運転者、運行管理者、整備管理者

・新規許可・更新許可の申請時に、次回更新時期までの安全投資計画を以下のとおり審査する。
・更新許可の申請時には過去の実績も同様に審査する。

H29 H30 H31 H32 H33

運転者 30人 36人 36人 36人 36人

運行管理者 2人 3人 3人 3人 3人

整備管理者 1人 2人 2人 2人 2人

事務員 4人 4人 4人 4人 4人
車両の新規取得・代替及び整備

H29 H30 H31 H32 H33

大型 15両 15両 15両 15両 15両

中型 4両 4両 4両 4両 4両

小型 1両 4両 4両 4両 4両

安全投資計画 収支見積書

届出運賃、運転者数、車両数を前提
として、新規事業分を含め、適切に
旅客運賃に反映されているか

所要の人件費を勘案して、計画に
見合った適切なコストが人件費に
計上されているか

運行管理者を１人増員

所有車両及び新規取得車両につ
いて、計画に見合った適切な車両
修繕費（予防整備費を含む）及び
車両減価償却費が計上されてい
るか

車両整備
ガイドライン

参照

その他の安全確保のために必要な事項

小型バスを３両増車

別添１

別添２

別添３

他事業収入を充当することも可と
する。

その場合、ダンピング防止の観点
から、運賃は公示運賃を届け出る
こととする。
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貸切バス事業許可の初回更新日

○既存事業者の初回更新の期限については、許可（免許を含む。）を受けた年の西暦下一桁に応じて年を決めることとし、当該事業者が
許可を受けた日に応じて月日を決めることとする。
（例）2001年１月６日に許可を受けた者 ⇒ 2021年１月６日まで事業許可が有効

○2017年４月１日から同年６月30日までに申請が必要な者については、事業許可の有効期限内に申請書を提出する必要があるが、
経過措置として、安全投資計画及び収支見積書の提出期限は６月30日までとする。

○期限内に必要書類を提出した場合は、事業の許可は更新の許可又不許可の処分を受けるまで失効しない。
○初回更新日については平成28年度中に全事業者宛に通知するとともに、各事業者の更新期限に先立って、改めて通知することとする。

○既存事業者の初回更新の期限については、許可（免許を含む。）を受けた年の西暦下一桁に応じて年を決めることとし、当該事業者が
許可を受けた日に応じて月日を決めることとする。
（例）2001年１月６日に許可を受けた者 ⇒ 2021年１月６日まで事業許可が有効

○2017年４月１日から同年６月30日までに申請が必要な者については、事業許可の有効期限内に申請書を提出する必要があるが、
経過措置として、安全投資計画及び収支見積書の提出期限は６月30日までとする。

○期限内に必要書類を提出した場合は、事業の許可は更新の許可又不許可の処分を受けるまで失効しない。
○初回更新日については平成28年度中に全事業者宛に通知するとともに、各事業者の更新期限に先立って、改めて通知することとする。

4.1 4.1 4.1  4.1   4.1   4.1       4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
（H28） （H29） （H30） （H31） （H32） （H33） （H34） （H35） （H36） （H37） （H38） （H39）

・下一桁が７又は２で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が８又は３で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が８又は３で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が９又は４で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が０又は５で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が１又は６で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が１又は６で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が２又は７で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が９又は４で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が０又は５で１.１～３．31の間に許可を受けた者

更新対象事業者

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

2016  2017        2018       2019        2020       2021        2022 2023 2024 2025 2026      2027 
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１．「総合的な対策」の進捗状況について

（１） 進捗の概要

（２） 更新制導入に向けた検討状況について

（３） その他
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運賃・料金の下限割れ防止対策の実績

通報実績

27

うち調査対象が特定可能
（全て調査に着手）

国の通報窓口 ４４件 １４件 ３件 ０件
第三者委員会 ２０件 １件 １件 ０件

国土交通省から観光庁等への通報（貸切バス事業者）

平成２４年４月に発生した関越道ツアーバス事故を受け、平成２５年４月に策定された「高速・貸切バス安全・
安心回復プラン」に基づき、貸切バス事業者に下限割れ運賃等により道路運送法の違反があり、旅行業者の関与が
疑われる場合、国土交通省から観光庁等に対して通報することとした。

（平成２８年１２月３１日現在）

貸切バスの運賃・料金の下限割れ防止対策

通報者→処分者 平成26年度 平成27年度 平成28年度

国交省→観光庁等 通報０件 通報０件 通報３１件→うち処分９件

観光庁→国交省 － － 通報３４件→うち処分２件

都道府県→国交省 － － 通報４２件→うち処分１件
（平成２８年１２月３１日現在）※観光庁等からの通報は、軽井沢スキーバス事故を受けて緊急対策として実施

通報件数 うち調査済み うち行政処分



貸切バス事業者の安全情報（国土交通省ホームページ）
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最古 最新

1 ○○観光バス㈱　 ●●県●●市12-3 昭和 52 加入 本社 ●●県●●市12-3 4 平成9年 平成22年 100.0% 0.0% 1 100.0% 80.0% 20.0%
学校・企業等送
迎・行事輸送

2 ㈲△△バス ●●県▲▲市4-56-7 平成 12 未加入 本社 ●●県▲▲市4-56-7 9 昭和63年 平成27年 100.0% 0.0% － － － － －
3 ㈱××運輸 ●●県▲▲市8-90-10 平成 21 未加入 ▲▲営業所 ●●県▲▲市8-90-10 16 平成15年 平成20年 － － 0 100.0% 100.0% 0.0% 観光輸送（昼間）
4 ㈲◇◇交通 ●●県××市123-4 昭和 39 加入 ××営業所 ●●県××市123-4 2 昭和62年 平成12年 0.0% 0.0% － － － － －
5 ㈱▽▽観光 ●●県××市5-67-8 平成 22 未加入 本社 ●●県××市5-67-8 5 昭和63年 平成27年 0.0% 100.0% － － － － －

車両の情報

デジタル式
運行記録計
搭載車導入
率（％）

ＡＳＶ搭載車
導入率（％）

主な運行の態様
車数
（台）

年式（年）※備考

ドライブレ
コーダー
搭載車導入
数（台）

デジタル式
運行記録計
搭載車導入
数（台）

ＡＳＶ搭載車
導入数（台）

ドライブレ
コーダー搭
載車導入率
（％）

事業者名 主たる事務所住所 設立年度
日本バス協
会の

加入状況
営業所名 営業所住所

大型

事業者の情報

8 0 0 0 8 10 C 2 1 0.00 － － － － ★★ × × ×

6 0 0 0 6 10 B 2 1 0.00 － － － － ★ × × ×
0 0 0 0 0 3 C 2 1 0.00 0 － 0 － － ○ × ×
9 0 0 0 9 10 - 2 2 0.00 20 済 0 － ★ ○ × ○
2 0 0 2 3 3 D 2 1 0.00 0 － 0 － － × × ×

事業停止
（月）

改善報告
貸切バス事業
者安全性評価

認定

地方バス協会
による適正化
コンサルティン

グ
（直近３年間）

民間認定機関
における運輸
安全マネジメ
ント評価

（直近３年間）

民間認定機関
における運輸
安全マネジメ
ント認定セミ
ナー

（直近３年間）

合計（人）

平均勤続年数(年)
※過去に勤務して
いた他の会社にお
ける勤続年数は
含まない。

平均給与月額の水準
※営業用バス運転者の平均給与

月額と比較して、
同額以上・・・A

同額未満～▲１０％以上・・・B
▲１０％未満～▲２０％以上・・・C

▲２０％未満・・・D

走行10万台
キロ当たり
の重大事故
件数

車停止処分
（日車）

改善報告

外部機関による安全チェックの活用に係る情報運転者の情報

運行管理者
（人）

整備管理者
（人）

事故・行政処分に係る情報

正規（人） 嘱託（人） 派遣（人） その他（人）



安全情報の活用事例①

㈱エイチ・アイ・エス

神姫バスツアーズ㈱
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安全情報の活用事例②
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クラブツーリズム㈱楽天トラベルサービス㈱


